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 　　　春の「安全・安心まちづくり旬間」の実施について

　「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例 （以下「推進条例」という ）」 。

に基づく春の「安全・安心まちづくり旬間 （以下「旬間」という ）について、下」 。

記のとおり活動重点を定め、各種対策を推進することとしたので、推進条例の目的が

実現されるよう、関係機関・団体と緊密な連携を図り、各種犯罪の抑止対策を集中的

 に推進されたい。

 記

 １　根拠

、 、　　推進条例では 地域社会における県民等による犯罪防止のための自主的な活動と

　市町村や県民等による犯罪の防止に配慮した生活環境の整備により、犯罪のない安

、 、 、　全で安心して暮らせる社会の実現を目指すこととし 推進条例第21条により 春季

 　秋季にそれぞれ旬間を設定している。

 ２　目的

　　県民及び事業者の間に広く安全・安心まちづくりについての関心と理解を深める

 　ことを目的とする。

 ３　期間

 　　令和８年４月21日（火）から同年４月30日（木）までの10日間

 ４　活動重点

 　⑴　子供と女性の犯罪等被害防止

 　⑵　特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止

 　⑶　鍵掛けの励行による窃盗被害防止

 　⑷　万引き防止                                                         

 ５　推進事項

 　⑴　子供と女性の犯罪等被害防止

 令和７年における子供や女性対象の脅威事犯の認知件数は、396件（前年比－

99件 、被害者数は522人（前年比－145人）と、前年と比較していずれも減少し）

たが、子供や女性を狙った犯罪は、一度発生すれば県民に大きな不安感を与え、

 治安に著しい影響を生じさせるものである。

特に、新入学を迎えるこの時期は、子供を対象とした事案の発生が懸念される

ことから、下記事項について積極的に推進し、同種事案の被害防止に努められた

 い。



 　　ア　見守り活動の強化

自治体、教育委員会・学校、防犯指導隊、自主防犯ボランティア等の関係機

関・団体と連携し、学校周辺や通学路における見守り活動や学校周辺における

パトロール、緊急時の避難先である「子供・女性110番の家(車)」の周知を図

 るなど、見守り活動の推進に努めること。

 　　イ　防犯教育の推進

学校等と連携し、行為者から甘言や詐言等による誘いを受けた場合の対処要

領や危険な事態に遭遇した場合の初期対応訓練等、実践的な防犯教育を推進す

 ること。

 　⑵　特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止

　令和７年における特殊詐欺の認知件数は155件（前年比＋58件 、被害金額は）

約６億362万円（前年比＋約４億2,784万円 、また、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐）

欺の認知件数は117件（前年比＋50件 、被害金額は約８億5,237万円（前年比＋）

 約４億626万円）といずれも前年より大幅に増加し、非常に深刻な状況である。

　旬間においては、下記事項について積極的に推進し、特殊詐欺及びＳＮＳ型投

 資・ロマンス詐欺の被害防止に努められたい。

 　　ア　幅広い年齢層に対する広報啓発活動の推進

幅広い年齢層に対して、被害実態や手口に即した対応要領の教示などの「分

かりやすく 「具体的な」広報啓発活動を推進するとともに、関係機関・団体」

 と連携した未然防止活動を展開すること。

 　　イ　犯人からの電話を直接受けないための対策の推進

　　　　固定電話対策として、国際電話の利用休止申込み、常時留守番電話設定、防

 　　　犯機能の高い機器の設置、迷惑電話撃退装置の貸出しを推進すること。

また、関係団体、自治体等と連携し、国際電話の利用休止が特殊詐欺等の被

害防止に有効であることを広く社会に呼び掛け、社会全体の機運を醸成する活

 動である みんなでとめよう!国際電話詐欺♯みんとめ 運動を推進すること「 」 。

 ウ　犯罪に加担させないための広報啓発活動の推進

    特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止活動に併せて、犯罪実

行者募集情報（いわゆる「闇バイト ）に応募するなどして犯罪に加担すること」

 を防止するための広報啓発活動を実施すること。

 　⑶　鍵掛けの励行による窃盗被害防止

令和７年における自転車盗、車上ねらい及び侵入窃盗については、認知件数が

刑法犯認知件数総量の約３割を占め、無施錠・無締まりでの被害が約８割となっ

 ている。

これらの罪種は、鍵掛けの促進等を図ることにより被害防止が期待でき、刑法

犯認知件数総量の抑制につながることから、下記事項について積極的に推進し、

 自転車盗等の被害防止に努められたい。

 　　ア　鍵掛け等に係る広報啓発の推進

駐輪場利用者や自転車の利用が多い高校生・大学生に対する広報啓発や、被

害多発場所周辺での広報活動を推進し、鍵掛け等による窃盗被害防止の気運の

 醸成を図ること。

 　　イ　被害多発地域・場所に対する警戒活動の強化



管内における発生状況の分析に基づき、青色回転灯等を装備した自動車を運

 用する団体等と連携し 被害多発地域・場所における警戒活動を強化すること、 。

 　⑷　万引き防止

令和７年における万引きの認知件数は649件（前年比－14件）と、前年より減

少したが、検挙人員のうち高齢者が約５割を占め、高齢者の社会規範意識の低下

 が懸念される状況である。

 旬間においては 「万引きをさせない社会づくり」の推進に向けて、下記事項、

 について積極的に推進し、特に高齢者による万引きの抑止に努められたい。

 　　ア　万引き多発店舗に対する防犯指導の推進

管内の被害多発店舗における発生状況等を分析し、店舗を中心とした防犯診

断を実施して万引きできない店舗づくりを推進するとともに、店舗管理者等の

 理解と協力を得た上で、店舗内におけるパトロールを実施すること。

また、万引き防止には声掛けが有効であることから、店員による来店客への

 声掛けを強化するよう併せて指導すること。

 イ　高齢者等に対する広報啓発の実施

高齢者やその家族に対する直接的な広報啓発のほか、老人クラブや民生委員

 と連携した広報活動を実施すること。

 ６　推進上の留意事項

 　⑴　効果的な広報啓発活動の推進

自主防犯ボランティア等との協働による広報活動等、効果的な広報啓発活動を

 推進し、地域住民の「安全・安心まちづくり」の気運の醸成に努めること。

 　⑵　各部門の連携

地域住民に対する講話や街頭活動など、部門や施策は異なっても働き掛けの対

象は共通している場合が多いことから、自部門の活動に他部門の活動を取り入れ

 るなど、部門間で連携した施策の推進に努めること。

 ７　報告

 　　旬間中の好事例、効果のあった事例については、その都度申報すること。
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